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第２４期第３回新居浜市農業委員会総会議事録 
 

１ 会議の日時及び場所 

（１）会議の日時 令和２年１０月５日（月曜日）１３：３０～１５：００ 

（２）会議の場所 市役所庁舎５階 大会議室 

２ 会議に出欠席した委員数及び氏名等 

（１）農業委員                  

                     
  
 
   
      
 
 
 
 
 

 

（２）農地利用最適化推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）欠席委員   ９人 

   農業委員  第 １ 番   片 上 和 彦 

   農業委員  第 ２ 番   岡 田   充 

   農業委員  第１０番   古 川 一 豊 

   農業委員  第１６番   伊 藤 愼 吾 

   農業委員  第１７番   渡 邊 勝 俊 

   農業委員  第１８番   松 木 ワカ子 

   推進委員  第 ６ 番   井 下 八 郎 

   推進委員  第１０番   眞 鍋 哲 哉 

   推進委員  第１４番   神 野 鉄 治 

 

第 ３ 番    藤 田 幸 正 

第 ４ 番   村 上 壽 一 

第 ５ 番    塩 見 敏 夫 

第 ６ 番   寺 尾 俊 行 

第 ７ 番    横 井 直 次 

第 ８ 番   藤 田 健太郎 

第 ９ 番      宇 野 賀津美 

 

 

第１１番   髙 橋 征 三 

第１２番   小 野 春 雄 

第１３番   曽我部 英 敏 

第１４番   伊 藤 繁次郎 

第１５番   土 岐 若 水 

第１９番   山 口 三七夫 

第 ８ 番   藤 田   隆 

第 ９ 番   田 坂 健 次 

第１１番   竹 林 義 孝    

第１２番   小 泉  造 

第１３番   髙 橋 秀 実 

 

第 １ 番    岡 田 悦 明 

第 ２ 番   安 藤 育 雄 

第 ３ 番   加 藤 宏 司 

第 ４ 番   岩 崎 紀 生 

第 ５ 番   小 野 義 尚 

第 ７ 番   髙 橋 眞 次 
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３ 会議に出席した事務局職員 

   事 務 局 長   藤 田 和 則       事務局 次長   近  藤  明  美 
農 政 係 長  谷 口 恭 子    主    任  井 上 貴 清 
 

４ 傍聴者     

   な し 

 

５ 議事日程 

農地関係 農地法第３条、第４条、第５条申請関係等の審議について 

   農政関係 イノシシの習性・行動から学ぶ被害対策  
 

                    ◇             

   １３時３０分開会 

藤田事務局長     御起立ください。礼。御着席ください。 

総会に先立ちまして、委員の出席状況を御報告いたします。 

農業委員１３人、推進委員１１人でございます。よって、

過半数に達しており、この会が成立していることを御報告い

たします。それでは、会長よろしくお願いします。 

藤田会長      皆さん、こんにちは。農繁期でお忙しい、週末になると

雨が降ると、ウンカの被害で早く刈取りをしなければなら

ないと大変お忙しい中定例会になりましたが、週末に台風

１４号がくるのではないか、進路ははっきりと決まってな

いですけど上陸するのではないかと予測されておりますの

で、十分におきをつけいただいたらと思います。それでは、

ただいまから第３回新居浜市農業委員会総会を開会いたし

ます。 

まず、農地関係の議案につきましては、議案第１号から議

案第７号までとなっております。 

農政関係は「イノシシの習性・行動から学ぶ被害対策」を

議題といたします。 

なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第

１９条の規定により、会長において藤田 健太郎 委員と宇野    

賀津美 委員を指名いたします。両委員さんよろしくお願い

いたします。 
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これより農地関係の議案の審議に入ります。 

議案書目次をお開きください。 

議案中、第１号から第４号は決議事項、第５号から第７号

は意見事項となっております。加えまして報告事項が１件ご

ざいます。 

藤田会長      １ページをご覧ください。 

議案第１号「農地中間管理事業に係る一括方式農用地利用

集積計画について」を議題に供します。事務局から議案の説

明をお願いします。 

藤田事務局長    議案第１号は、農地中間管理事業に係る一括方式農用地利

用集積計画です。内容は、田７筆、合計面積６，９７９平方

メートルです。一括方式農用地利用集積計画は、農地中間管

理機構の同意承諾を得て、新居浜市が作成しますが、計画を

決定する前に農地中間管理事業の推進に関する法律第１９

条第３項の規定に基づき、農業委員会の意見を求めるもので

ございます。２ページと３ページをご覧ください。 

農地中間管理事業については、出し手から公益財団法人え

ひめ農林漁業振興機構（中間管理機構）が借り受け、それを

受け手へ貸し付ける事業となっております。 

今回は、一括方式によるもので、地域の話し合いを通じて、

農地の出し手と受け手のマッチングが整っている場合は、一

つの集積計画で出し手から農地中間管理機構、農地中間管理

機構から受け手という二つの貸借を一括で設定することが

できます。 

計画の内容ですが、利用権の設定を受ける者は、１番から

６番が、（１－１）さん、７番が（１－２）さんです。 

内訳は、７筆全て、期間５年間、利用権の種類が、使用貸

借、新規設定となっております。 

以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の要件である、農用地利用集積計画の内容が新居浜

市の基本構想に適合するものであること及び全部耕作要

件・常時従事要件・効率利用要件が認められること並びに対
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象農地の関係権利者の同意が得られていることの各要件を

満たしております。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

藤田会長       ありがとうございました。 

以上、１番について質疑に入ります。御意見、御質問はご

ざいませんか。 

             （「なし」の声あり）  

藤田会長       ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 

                  （「異議なし」の声あり） 

藤田会長        御異議なしと認めます。よって、議案第１号「農地中間

管理事業に係る一括方式農用地利用集積計画について」を

原案のとおり決定させていただきます。 

          ４ページをご覧ください。 

議案第２号「農用地利用集積計画について」を議題に供し

ますが、伊藤 繁次郎 委員が関係しておりますので、退席

願います。それでは、ここで暫時休憩いたします。 

 

        （休憩） 

 

藤田会長      休憩前に引き続き会議を開きます。事務局から議案の説

明をお願いします。 

藤田事務局長      議案第２号につきましては、農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定による農用地利用集積計画でございま

す。内容といたしましては、田１４筆、畑１８筆、合計面

積２８，１９５平方メートルでございます。 

５ページをお開きください。  

申請は、１２７番の(２－１)さんから１４９番の（２－

１３）さんの２３件ございます。 

内訳といたしましては、期間、１年間が５件、２年６か

月が２件、３年間が１１件、５年間が４件、１０年間が１

件。利用権の種類は、使用貸借１７件、賃貸借６件。新規

設定３件、再設定２０件となっております。 
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以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の要件である、農用地利用集積計画の内容が新

居浜市の基本構想に適合するものであること及び全部耕作

要件・常時従事要件・効率利用要件が認められること、並

びに対象農地の関係権利者の同意が得られていることの各

要件を満たしております。ご審議の程よろしくお願いいた

します。 

藤田会長          ありがとうございました。 

以上、１２７番から１４９番について質疑に入ります。御

意見、御質問はございませんか。 

             （「なし」の声あり） 

藤田会長       ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を

決定してよろしいでしょうか。 

             （「異議なし」の声あり） 

藤田会長       御異議なしと認めます。よって、議案第２号「農用地利

用集積計画について」を原案のとおり決定させていただき

ます。それでは、議案第２号の審議が終了しましたので、

委員の入席を求めます。ここで暫時休憩いたします。 

        

（休憩後、委員の入席） 

 

藤田会長      休憩前に引き続き会議を開きます。 

９ページをご覧ください。 

議案第３号「農地の使用貸借権設定について」と議案第

４号「農地の賃貸借権等設定について」の５番から７番は

関連しておりますので、一括して議題に供します。事務局

から議案の説明をお願いします。 

井上主任         議案第３号につきましては、農地法第３条第１項の規定

による農地の使用貸借権設定で、第４番の１件でございま

すが、先程会長から説明がありましたとおり、議案第４号、

第５番から７番の賃貸借権等設定につきましても、譲受人

が同一ですので、あわせて説明させていただきます。 
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１０ページをお開きください。 

議案第３号４番、上原二丁目、畑、２筆、面積３４７平

方メートル、１２ページをお開きください。 

議案第４号５番、星原町、田、１筆、面積４２９平方メ

ートル、１３ページをご覧ください。 

６番、萩生字河ノ北、田、１筆のうち面積９９５平方メ

ートル、７番、萩生字岸ノ下、田、２筆、面積１，２３９

平方メートル、譲受人は、市内在住の（３－１）さんです。 

譲受人はかねてより新規就農を希望しており、このたび申

請地の所有者との合意ができたとのことで、農地法第３条

による申請が提出されました。 

申請地は、整備された整形な農地で、隣地との境界も明

確であることから、周辺への影響についてはないものと思

われます。また、許可後は果樹および季節野菜の栽培を予

定しています。 

議案第３号４番及び議案第４号５番から７番の許可要件

につきましては、議案書に記載のとおり、取得後のすべて

の農地を利用すること、機械、労働力、通作距離などをみ

ても問題がないこと、農業委員会が定める別段の面積も超

えていることから、許可要件をすべて満たしております。

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

藤田会長       ただいまの説明に係る現地調査の結果ならびに補足説明

につきまして、議案第３号４番については伊藤 繁次郎 委

員から、議案第４号５番については髙橋 征三 委員から、

議案第４号６番及び７番については竹林 義孝 委員から、

それぞれ報告をお願いします。まず、伊藤委員お願いしま

す。 

伊藤(繁)委員       議案第３号４番、上原の畑でございますが現地調査並び

に関係者の調査結果、十分な事ができているとお聞きいた

しました。以上です。 

藤田会長         ありがとうございました。次に髙橋委員お願いします。 

髙橋(征)委員       ５番の農地ですが、８年前から私がトラクターを入れて
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田を耕してきたのですけど、申請者が今度管理することに

なりました。定年してからでは柑橘は遅すぎるので、若干

早めてという形になりましたのでご審議のほどよろしくお

願いします。      

藤田会長         ありがとうございました。次に竹林委員お願いします。 

竹林委員      ９月２０日に現地調査をしたところ、境界もはっきりし

ておりまして、譲受人は耕作意欲があり取得後は自然農法

により野菜を耕作するということでありました。また、周

囲の農地には迷惑をかけないと申し出もあり、地域への影

響も特段ないと思われますので許可をしても支障ないと思

います。               

藤田会長         ありがとうございました。以上、議案第３号４番及び議

案第４号５番から７番について質疑に入ります。御意見、

御質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

藤田会長        ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

藤田会長        御異議なしと認めます。よって、議案第３号「農地の使

用貸借権設定について」と議案第４号「農地の賃貸借権等

設定について」の５番から７番を原案のとおり決定させて

いただきます。１１ページをご覧ください。 

議案第４号「農地の賃貸借権等設定について」を議題に

供します。事務局から議案の説明をお願いします。 

井上主任           議案第４号につきましては、農地法第３条第１項の規定

による農地の賃貸借権等設定で、第４番から第７番の４件

でございますが、５番から７番は、先ほど関連議案で説明

いたしましたので、４番について説明いたします。 

１２ページをお開きください。 

第４番は、郷四丁目、田、１筆のうち、面積４３１㎡、

譲受人は（４－１）さんです。 

譲受人、今回の申請地の一部分について、慣行小作権を
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有しており、このたび譲渡人が耕作困難となったことから、

申請地の残りの部分の慣行小作権を譲り受ける目的で、農

地法第３条による申請が提出されました。申請地はこれま

でも田として利用しており、慣行小作権を譲り受けること

により一体で耕作できることから、より有効な農地利用が

できるものと思われます。また、議案書及びお手元に配布

させていただいております調査書に記載のとおり、農地法

第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべて

を満たしていると考えます。ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

藤田会長         ただいまの説明に係る現地調査の結果ならびに補足説明

につきましては、塩見 敏夫 委員から報告をいただきま

す。塩見委員お願いします。 

塩見委員          ９月２６日に現地調査を行いまして、現在も稲作を作付

けしておりまして、引き続き作付けしても問題ないと周辺

の方々からもお聞きしましたので承認してほしいと思い

ます。 

藤田会長          ありがとうございました。以上、４番について質疑に入

ります。御意見、御質問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

藤田会長        ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

藤田会長        御異議なしと認めます。よって、議案第４号「農地の賃

借権等設定について」を原案のとおり決定させていただき

ます。１４ページをお開きください。 

           議案第５号「農地の転用について」を議題に供します。

事務局から議題の説明をお願いします。 

井上主任        議案第５号は、農地法第４条第１項の規定による農地転

用の申請で、申請件数は１件です。 

１５ページをご覧ください。 

５番、中筋町一丁目、田１筆、申請人は、（５－１）さん。 
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内容は、賃貸共同住宅１棟２９５．３８平方メートル、農

地区分は、その他の農地である第２種農地と判断されます。 

以上の事案につきましては、申請書及び土地改良区の意見

書等の添付資料を確認し、転用行為が遂行される確実性等の

一般基準についても認められるものであることを、事務局よ

りご報告させていただきます。ご審議の程よろしくお願いし

ます。 

藤田会長       ありがとうございました。以上、５番について質疑に入り

ます。御意見、御質問はございませんか。 

              （「なし」の声あり）  

藤田会長       ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決

定してよろしいでしょうか。 

               （「異議なし」の声あり） 

藤田会長      御異議なしと認めます。よって、議案第５号「農地の転用

について」を許可相当として県知事に意見を送付いたしま

す。１６ページをお開きください。 

          議案第６号「農地の転用を伴う所有権移転等について」

を議題に供します。事務局から議案の説明をお願いします。 

井上主任       議案第６号は、農地法第５条第１項の規定による農地転

用の申請で、申請件数は１４件です。 

１７ページをご覧ください。 

１３０番、大生院、田１筆、譲受人は、（６－１）さん。 

内容は、自己住宅１００．２０平方メートル、農地区分は、

その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、所有権

移転です。 

１３１番、宇高町五丁目、田２筆、譲受人は、（６－２）

さん。内容は、自己住宅１１４．９９平方メートル、農地区

分は、その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、

使用貸借権で期間は永年です。 

１３２番、宇高町五丁目、田３筆、譲受人は、（６－３）

さん。内容は、建売住宅（１３戸）７０７．２５平方メート

ル、農地区分は、その他の農地である第２種農地と判断され、
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千平方メートル以上の土地に建築物を建設する予定である

ことから、開発許可が必要となり、区分は、所有権移転です。 

１８ページをお開きください。 

１３３番、船木字元船木、田１筆、譲受人は、（６－４）

さん。内容は、店舗７４．１８平方メートル、農地区分は、

申請地から概ね３００ｍ以内に新居浜ＩＣが存在するため

第３種農地であると判断され、区分は、使用貸借権で期間は

永年です。 

１３４番、瀬戸町、畑１筆、譲受人は、（６－５）さん。 

内容は、自己住宅兼店舗８９．４３平方メートル、農地区

分は、その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、

所有権移転です。 

１３５番、城下町、畑１筆、譲受人は、（６－６）さん。 

内容は、資材置場、農地区分は、その他の農地である第２

種農地と判断され、区分は、所有権移転です。 

１９ページをご覧ください。 

１３６番から１３８番は一体利用となりますので、まとめ

てご説明させていただきます。 

１３６番、西の土居町二丁目、田２筆、譲受人は、（６－

７）さん。 

１３７番、西の土居町二丁目、田１筆、譲受人は、（６－

８）さん。 

１３８番、西の土居町二丁目、田１筆、譲受人は、（６－

９）さん 外１名。 

内容は、賃貸長屋住宅及び宅地進入路、農地区分は、用途

地域であるため第３種農地であると判断され、合わせて千平

方メートル以上の土地に建築物を建設する予定であること

から、開発許可が必要となり、区分は、所有権移転です。 

２０ページをお開きください。 

１３９番、外山町、畑１筆、譲受人は、（６－１０）さん。 

内容は、自己住宅１１９．６６平方メートル、農地区分は、

その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、使用貸
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借権で期間は永年です。 

１４０番、庄内町五丁目、畑２筆、譲受人は、（６－１１）

さん。内容は、自己住宅１０８．５０平方メートル、農地区

分は、用途地域であるため第３種農地であると判断され、区

分は、所有権移転です。 

１４１番、庄内町五丁目、畑２筆、譲受人は、（６－１２）

さん。内容は、自己住宅４５．９５平方メートル、農地区分

は、用途地域であるため第３種農地であると判断され、区分

は、所有権移転です。 

２１ページをご覧ください。 

１４２番、大生院字岸影、田２筆、譲受人は、（６－１３）

さん。内容は、自己住宅９４．８１平方メートル、農地区分

は、その他の農地である第２種農地と判断され、区分は、使

用貸借権で期間は永年です。 

１４３番、国領一丁目、畑１筆、譲受人は、（６－１４）

さん。内容は、露天資材置場・露天駐車場、一体利用地とし

て、宅地２２７．９０平方メートルがあり、農地区分は、用

途地域であるため第３種農地であると判断され、区分は、所

有権移転です。 

以上、１４件、１３０番から１４３番のいずれの事案につ

きましても、申請書及び土地改良区の意見書等の添付資料を

確認し、転用行為が遂行される確実性等の一般基準ついても

認められるものであることを、事務局よりご報告させていた

だきます。ご審議の程よろしくお願いします。 

藤田会長       ありがとうございました。以上、１３０番から１４３番に

ついて質疑に入ります。御意見、御質問はございませんか。 

            （「なし」の声あり）  

藤田会長        ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決

定してよろしいでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

藤田会長        御異議なしと認めます。よって、議案第６号「農地の転用

を伴う所有権移転等について」を許可相当として県知事に意
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見を送付いたします。２２ページをお開きください。 

          議案第７号「農地転用事業計画変更について」を議題に供

します。事務局から議題の説明をお願いします。 

井上主任      議案第７号は、農地転用事業計画変更申請で、申請件数は

１件です。２３ページをご覧ください。 

３番、星原町、宅地２筆、申請人は、（７－１）さん。 

変更内容は、持ち分の承継による変更で、理由等については

議案書に記載のとおりとなります。 

なお、変更申請書および土地改良区の意見書等の添付資料

を確認し、変更事由が転用事業者の故意又は重大な過失では

なく、変更後の転用行為が遂行される確実性等の一般基準に

ついても認められるものであることを、事務局よりご報告さ

せていただきます。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

藤田会長       ありがとうございました。以上、３番について質疑に入り

ます。 

          御意見、御質問はございませんか。 

             （「なし」の声あり） 

藤田会長       ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決

定してよろしいでしょうか。 

             （「異議なし」の声あり） 

藤田会長       御異議なしと認めます。よって、議案第７号「農地転用事

業計画変更について」を許可相当として県知事に意見を送付

いたします。２４ページをお開きください。報告事項は「農

地所有適格法人の令和元年度事業報告について」です。事務

局から報告をお願いします。 

井上主任        農地法第６条第１項に基づく農地所有適格法人の事業報

告については第５番の１件でございます。 

第５番、（８－１）さんから、農地所有適格法人報告書が提

出され、いずれも議案書に記載のとおり農地法で定める農地

所有適格法人として必要な要件を全て満たしており、適正に

運営されていることを確認いたしましたのでご報告いたし
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ます。 

藤田会長       ありがとうございました。 

以上をもちまして、農地関係の議案の審議がすべて終了いた

しました。よって、これをもちまして暫時休憩いたします。 

なお、１４時１０分から総会を再開いたします。 

 

                 (休憩) 

 

藤田会長      休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

これより農政関係の議題に入ります。本日は、ご案内して

おりましたとおり、「イノシシの習性・行動から学ぶ被害対

策について」を議題といたします。有害鳥獣対策につきまし

ては、市においても予算措置されており被害防止対策に取り

組まれておりますが、被害は依然として多く発生しておりま

す。特にイノシシについては、市街地に出没するケースも増

えておりますので、地域でできる被害対策について、本日は、

経済部農林水産課から担当職員をお招きし、講演をお願いし

ております。ご紹介させていただきます。 

農林水産課 赤壁主任です。それでは、よろしくお願いい

たします。 

農林水産課 

赤壁主任     市役所農林水産課 赤壁と申します。本日はよろしくお願

いします。 

藤田会長      それでは、よろしくお願いいたします。赤壁主任どうぞ。 

農林水産課 

赤壁主任     本日は、このような機会を設けていただきありがとうご

ざいます。新居浜市では、１０年程前からイノシシやニホ

ンザルによる農作物被害が報告されるようになりまして、

被害相談件数がだんだん増加しております。新居浜市では

平成３０年度にイノシシ等の被害対策に特化した鳥獣対策

係を農林水産課内に設けて対応にあたっておりますが、残

念ながら被害状況は改善しておりません。イノシシを市街
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地で見かけた方や農作物の被害にあわれた方のお話をお伺

いする事があるのですが、残念ながらそういった方は、効

果が無い対策や、あるいは逆効果になるような事を行って

いるケースを耳にすることがあります。今回は被害に合わ

ないためにイノシシの習性などから正しい対処法について

お伝えしたいと思います。まず、愛媛県内の全体の状況に

ついて説明させていただきます。平成５年には狩猟や有害

駆除などで年間二千頭程のイノシシが捕獲されておりまし

た。平成２７年には、二万二千頭、１０倍以上の数のイノ

シシを捕獲しているのですけども、被害状況を見ると平成

５年から平成２７年を比較すると駆除は１０倍以上になっ

ているのに、被害状況は２倍以上に増えているという状況

になっております。これは愛媛県の事例なのですけど、全

国でも似たような状態でして駆除を大幅に増やしても農作

物被害額にあまり影響がないような状態になっておりま

す。なぜこのような状況になっているのか、どのような対

処をすればいいのかお伝えする前提として、まず、イノシ

シの習性や能力をお伝えしたいと思います。ちょっと余談

になるのですが、イノシシ、けものへんに者という漢字で

日本語では書かれているのですが、中国語になるとこの漢

字で違う意味になるのですがご存知の方いらっしゃいます

かね。この漢字で中国語だとブタの意味になるのです。昔

ドラマで西遊記とあったと思うのですが、猪八戒がでてき

たと思うのですが、イノシシではなくブタの格好をしてい

ます。中国語ではブタの意味で、イノシシを家畜にしたも

のがブタになります。だから遺伝的には一緒、イノシシと

ブタをかけ合わしたものをイノブタ、イノシシとブタは遺

伝子的には同じものと思っていただけたらと思います。似

たような事例で、鴨、鴨を家畜にしたのが家鴨、家鴨と鴨

は遺伝的に同じものになります。話を戻しまして、イノシ

シはブタの仲間、遺伝的には同じものと思ってください。

まず、イノシシを知ろうという事なのですけど、ここにイ
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ノシシにまつわる巷で溢れる噂を書いております。唐辛子

を植えておけば被害にあわない、イノシシは夜行性だ、イ

ノシシがマムシを食べるから、イノシシのいるところにマ

ムシはいない、こう言った噂をよく耳にするのですが、こ

れ全部間違いになっております。このような間違った噂を

ベースに被害対策をうってしまうと、被害を防ぐことがで

きずに、状況によっては被害を助長してしまうことになり

ます。イノシシを知る前に、まず、野生鳥獣の習性につい

てお話します。前のスライドに左側にタヌキ、右下にイノ

シシが写っております。実は全く同じ場所の同じ日に撮影

された映像になります。タヌキの写真が撮られてから２時

間後にイノシシがこの場所に現れています。タヌキの左上

のところに白く写っているものがあります、建物の明かり

が写っているのですけど、とある自治会館の明かりが写っ

ております。我々が気付かないだけで野生動物というのは

非常に身近にいる存在になります。タヌキもイノシシも鼻

先を地面にくっつけて何か食べる物がないかを探しており

ます。大体、哺乳類、鳥類もなのですが寝ている時以外は

ほとんど食べ物を探しています。春から夏にかけてはイノ

シシやタヌキにとっては餌の非常に少ない時期になるので

この時期に餌にありつけない個体は餓死して死んでしまい

ます。次にイノシシの習性についてお話させていただきま

す。皆様はイノシシが夜行性と認識されている方が多いで

すが、イノシシは、外敵のストレスも無く、餌も豊富にあ

る環境では昼に行動する生き物になります。ただし、人間

が近くに居る場合は、人間はイノシシにとってすごいスト

レスになります。先程もお見せしたとおり、二万二千頭の

イノシシが殺されていますので、人間を見たらとにかく逃

げると、なので人間の生活のプレッシャーの無い夜の時間

帯に行動をするようになります。だから夜の作物被害が多

発するのですけど、そこを見て夜行性と思われる方が非常

に多いですが、周りの環境に応じて２４時間行動が可能な
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生き物になります。食性は雑食、肉も食物も食べるのです

が、かなり植物性、大体９対１から８対２くらいの割合で

植物性の物を口にします。好きな食べ物は、堅果と書いて

ありますが、これは栗とか団栗のことです。あと、芋、葛

の根などを好みます。葛って今は、馬鈴薯でんぷんがある

んですけど、むかしは、葛の２０年、３０年経った根から

葛粉、葛餅の原料を取って掘ったくらいですね葛は栄養価

がある植物になります。イノシシはこういった物を好みま

す。性格は猪突猛進という言葉があるので、イノシシは恐

ろしい生き物だと思われる方いらっしゃると思いますが、

性格は非常に憶病、先程も言ったように人間の生活リズム

に合わせて、人間がいない時間帯に行動しようとするくら

い、憶病で、警戒心が強く、おとなしいです。ただし、逃

走できない、囲まれてしまったようなところで人間に追い

詰められたら、それは攻撃するしか生き残る手段がないの

で攻撃をするようになります。あと、習性なのですが皆さ

ん聞いたことがあると思うのですが、獣道。なぜ獣道を作

るかというと、イノシシは病院がある世界で生きている動

物ではないので、足を挫いてしまって餌が取れなくなって

しまったらそれだけで死に繋がってしまいます。なので、

昨日通って安全だった、踏み外すこともなく、他の動物、

肉食動物に出会うこともなかった道を何回も何回も通るの

で獣道が形成されます。獣道の下に沼田打ちと書いてあり

ますが、のた打ち回るの語源になったものなのですけど、

イノシシやシカなどは泥、水たまりのようなところが泥に

なっていると体を擦りつけます。乾いたぐらいになったら、

その泥を木に擦り付ける、泥パックのようなことをします。

体に付いた寄生虫やダニなどを落として、体を衛星的に保

つために行う習性です。あとよく、イノシシは掘り返す行

動を取ります。耕作放棄地とかぼこぼこと掘られている所

があるのですが、この行動の事を英語でルーティングとい

います。鼻先で地面を掘って、食べ物を探すことをルーテ
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ィングといいます。あと、イノシシだけに限ったことでは

ないのですが、犬猫も同じなのですが、見慣れないものは、

鼻先で触れて確認しようとします。犬などにも手を出すと

匂いを嗅ぎに来ると思うのですが、そういった行動をとり

ます。あと、イノシシの能力ということで筋力、さっきル

ーティングという話があったと思うのですが、イノシシの

鼻には非常に頑丈な骨が入っておりまして、自分の体重よ

り重い石などを転がすことができます。次に脚力、時速４

０キロメートルで走ることができ、高さ１メートルの垂直

跳びが可能なのですが、但し普段は走らないし、跳びませ

ん。先程の獣道と同じ話なのですが、山の中で走ったり、

跳んだりしていたら直ぐに足を怪我してしまうので何もな

い時に走ったり、跳んだりの行動はしません。次に視覚の

ことなのですが、人間は赤色、青色、緑色を色として認識

できてその組み合わせによっていろんな色を認識できるの

ですが、イノシシが認識できる色は青色だけになります。

後は無彩色、灰色と区別がつきません。これは研究者の方

が実験して、突き止めました。イノシシは非常に頭がいい

生き物なので芸を覚える事ができるんですね。イノシシに

赤色と灰色のパネル、灰色と青色のパネルを示して、その

下にボタンがあるのですけど、そのボタンを押させる、灰

色以外のものを押すと餌が出てくる仕組みを作って、青色

と灰色の２色で実験しました。先にボタンを押したら餌が

出るということを認識させて、青色を押したら餌が出ると

いうことを認識させると、灰色と青色だったら青色のボタ

ンを１００パーセント押すようになります。灰色と赤色で

同じ実験をしたところ５０パーセントになりました。５０

パーセントということなので、ここは区別がつかない状態

なのでイノシシは青色以外認識できない、灰色と青色の世

界で生きている動物ということがわかります。あと、知能

なのですが先に言ってしまったのですが、訓練をすれば芸

を覚えることができます。お手とかを覚えさせることがで
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きます。嗅覚は犬と同じ以上になります。次に、イノシシ

にまつわるウソ、ホントという話なのですけど、イノシシ

はマムシを食べるのかということについて、マムシを食べ

るからマムシがいなくなったとおっしゃられる方非常に多

いのですけど、研究者が実験したところ糞から鱗や骨の痕

跡は全く出てこず、あとは飼っているイノシシに生きたヘ

ビを与えても逃げるようなのでマムシは食べないようで

す。但し、先程も言ったように石をひっくり返す習性があ

るので、マムシは石の裏側に産卵をおこなうので、そうい

った場所がなくなってしまうということでヘビの産卵箇所

が無くなるのが原因というのはあると考えられます。あと、

イノシシはミミズを食べるために地面を掘っているのだと

おっしゃられる方も多いのですが、最初の方に言ったよう

に圧倒的に植物性の物が好きな生き物になります。ミミズ

を食べないわけではないのですが、地中にある芋や根っ子

の餌を探している行動になります。次ですね、イノシシは

木酢液や猛獣の尿で追い払えるかということについて、嗅

覚が鋭いので普段と違う匂いがするとその匂いに反応して

一時的には警戒をします。ですが、学習能力があるので、

その匂いが本当に安全なのかどうかということを頭で考え

て安全であれば警戒しなくなります。次に、イノシシは青

色、赤色の光で追い払えるのかという話なのですが、先程

の実験結果から青いパネルは恐れていない、青い光を恐れ

ることはありません。赤はそもそも認識ができないので恐

れようがないということになります。匂いと同じで光もい

きなり暗い所で照らされたらびっくりするのですが、イノ

シシがここに来たら光るのだと学習してしまえれば効果は

なくなります。昼の生き物なので被害対策として光が出る

ような装置とか使ってしまうとかえって行動がしやすくな

る場合があります。次、イノシシはトウガラシ、シソ、ネ

ギを植えている畑には来ないということについて、イノシ

シはトウガラシ、シソなどの一部の植物は食べないと確認
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されているのですが、その畑に他に食べることができる作

物があればそちらを食べます。人間も同じように、好きな

食べ物と嫌いな食べ物が食卓にあったら好きな物だけ食べ

て、嫌いな物を残すよという方もいらっしゃると思います

が、それと同じようにトウガラシとかシソを恐れている訳

ではなくて、ただ食べないだけなので「忌避」しているの

ではなくて、「無視」をしているが正しいかと思います。

ただ、畑の周りに無視する作物があると、その内側に食べ

られる作物があると分からない場合があるので、そういっ

た場合は目隠し効果によって食害されにくくなる可能性は

あります。次に野生イノシシの映像をお見せしたいと思い

ます。箱罠で捕えようとして餌付けをしてこの辺に来るよ

うになったのですが、とあるこの辺りを縄張りにしている

動物と出会ったときの反応を見ていただけたらと思いま

す。分かりましたでしょうか。動物とは猫なんですよね。

猫にびっくりして逃げ出している、それくらい憶病な動物

なのですね。 

         次は、野生のイノシシで左から違うイノシシがやってき

て出会ったときの行動なのですが、一つはイノシシは憶病

ということが分かるのと、夜は目があまり見えてないと、

ぶつかる直前まで行かないと気が付けない。何か居るとい

うことで逃げるという様子が伺えます。夜はそんなに目が

見えてないので、鼻とかそういったのを頼りに行動してお

ります。次ですね、箱罠でイノシシを捕獲しようとした時

の様子なのですが、箱罠の外に薄っすら餌をまいている、

中にはたっぷり餌をまいているのですが、中々入ろうとし

ません。中に入れば直ぐに餌にありつけるのですが、外に

ある少しだけの餌を食べています。その後、もうちょっと

食べ足りないということで中の餌を何とか食べたいという

ことで入ろうとするのですが、後ろ足だけは箱罠の外に残

して絶対に捕まらないぞということで、イノシシから見て

も箱罠って自然界にあるものではないので、不自然な感じ
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なのです。なので警戒して、中に体を入れることが嫌で仕

方ない、餌は食べたいのだけれども、後ろ足だけは外に出

して直ぐに逃げられる体制で食べております。最後は、や

ってきてから１時間後くらいになるのですが、このイノシ

シ中の餌を食べずに諦めて帰っていきました。非常に警戒

心が強いので、個体にもよるのですが直ぐに入ってしまう

やつもいるのですけど、大きくなればなるほど警戒心が非

常に強いので中々入りません。次ですね、イノシシに匂い

に対する反応の映像なのですが、このカメラで撮った映像

なのですが、嗅いだことのないカメラの匂いを感じてびっ

くりして逃げて行きます。これを見た方は匂いで追い払え

るのではないかとおっしゃる方がいらっしゃいますけど、

この４時間後、同じイノシシが戻ってきます。今度は先程

嗅いだ匂いだということで慣れてしまっており、匂いで追

い払うことは無理ということがわかります。１回は追い払

うことはできるのですが、４時間で効果が無くなってしま

うということは農作物被害対策としてやるには意味が無い

ことになってしまいますので、効果はあるのですが、農作

物被害対策としては効果が無いと言っていただいて結構で

す。最近、全国的に人的被害も言われることもありますの

で、イノシシに出会わないためにはどうしたらいいかお話

をさせていただきたいのですけど、まず、藪とかイノシシ

の隠れ場所になるところを無くす、ごみや農作物の残渣を

食べられないようなところに処分しましょうということ

で、特に人的被害を防ぐために直接の餌付けは絶対にしな

いでください。下に地図があるのですが兵庫県の六甲山の

地図になるのですけど、全国のイノシシの人的被害のうち

過半以上が、兵庫県で起こっている状態になります。なぜ

かと言うと、六甲山は非常に登山とかに適した山で、野生

の生き物とかも沢山住んでいるのですけど、休日になると

大阪や神戸の方の方がピクニックにきて、イノシシがいる

と餌をあげるんですね、そしたらどういうことになるかと
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いうと、次のページの写真のように住宅街にイノシシが定

住しています。人間を見たら餌が貰えるということで水路

の中に住み着いてしまっている状態です。兵庫県にイノシ

シ被害が全国最多の理由は、餌のやり過ぎということです

ね。野生の生き物は基本的には憶病なのですが、イノシシ

くらい賢いと慣れが生じて人間は怖くないとなってしまう

と、人間の近くに寄ってきて餌が貰えるとなってしまうの

で、直接の餌やりは、絶対に避けてください。もし、イノ

シシに出会ってしまったとき、距離が遠いとき、付近で気

配を感じたときは、イノシシが簡単に山に逃げ帰ることが

できる場合は、先程の映像でも見ていただいたようにイノ

シシは目があまり良くないので夜中だと人が近づいても分

からないときがあるので、手を叩いたりして人間がいるよ

と音で教えてあげた方がいいかなと思います。イノシシは、

人間に気が付いたら逃げるのですけど、逃げた後一旦藪に

入ってしまうと安心して動かずに外の様子を伺うときがあ

りますので、必要以上に藪の方に近づいて追い払おうとす

ると、向かってくる可能性があるので藪に入ったらそれ以

上は近づかないようにお願いします。距離が近い時、犬を

連れていたり犬が興奮している場合は、刺激をすると直ぐ

に突っ込んでくる可能性があるのでイノシシの方を向たま

まゆっくり後退りで目線の中にイノシシを入れたまま後退

ってその場を離れてください。この時に追いかけたり、石

を投げたりしたら、イノシシは逃げられないと思って突っ

込んでくる可能性があるので絶対に刺激することはしない

でください。イノシシの被害が今まで習性ということで述

べさせていただいたのですが、どうしてこういう被害が発

生するのか、これは農林水産省の広報誌でアフというのが

あるのですけれども、その広報誌の中に記載があったので

読ませていただきます。以前は、里山と接し、林に囲まれ

た耕作地に顕著だった野生動物の被害が、近年そのエリア

を広げています。かつては里山だけでなく、さらに奥深い
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山まで炭焼きや樵、狩猟を生業にする人々が出入りしてい

ました。野生動物にとっては人間やその気配は脅威だった

に違いありません。さらに近年の中山間地域の過疎化、耕

作放棄地の増加などが、野生動物にすみやすい環境を与え

ています。野生動物にとって昔以上に、本来の生息域と人

間の集落との境界線がどんどんなくなっているのではない

でしょうか。これらさまざまな要因が複合的に絡み合い、

都市や平野部にまで野生動物が出没するようになったと考

えられています。図で見るとこういうことですね。昔の化

石燃料がない時代は、薪を拾い、燃やしてお風呂をたいた

りしていた時代は、近くの山からどんどん木を切ってきて、

葉っぱとか草を燃やしてその灰を肥料として利用してお

り、人間の住み家の近くは、里山といって深い山と比べて、

茂みのない、イノシシの住み場所がないような山だったの

ですが、今は、ガソリンなどの化石燃料を使うようになる

と薪をとる必要がなくなったので山に自然が戻ってきてし

まいます。こういった自然に戻ったイノシシの住み家にな

る山と、人間の生息区域が隣り合わせで接するようになっ

てきたので、こういった被害が起こっているということを

広報誌には書いてありました。実際どうなのかというのを

航空写真で見ていくと、２０１７年の川東地区の航空写真

になるのですが、真ん中の上くらいの緑の部分が八幡神社

になります。右上の緑の部分が垣生山になります。昔、１

９５８年、６０年程前の写真になるのですが、それを見て

いただくと垣生山は、一目瞭然で、半分以上、緑がない状

態です。畑として開発しているので見比べていただいたら、

イノシシも住み着くところがないということで、イノシシ

も居なかったのです。次、写真を拡大したものになるので

すが、左側に見えているのが川東中学校ですね、落神、又

野のあたりになるのですが、同じ場所の昔の写真と切り替

えてみると緑になっているところが一面畑になっている、

段々畑になっているのが分かるかと思います。こういった
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感じで人口が減り、エネルギー資源、薪などを使っていた

のが化石燃料に置き換えることによって人が山に入らなく

なった、結果、自然が元に戻ってきてしまう、木が生えて

茂みができる、茂みには野生鳥獣が住みつく、野生鳥獣が

住みついたエリアと、人間の生活エリア、田畑が直接接し

てしまうことによって被害が発生するというのが、全国で

被害が起こっている理由であります。作物被害対策でどう

いったことができるかということを説明させていただきま

す。風邪予防と同じで、１つではなく総合的な対策、風邪

を防ぐのであれば温かい服装をしていただいて、マスクを

して、風邪をひいたら薬を飲むというのが対策になると思

いますが、風邪にかかりにくいようにする、環境を改善す

る、マスクをして直接の進入を防ぐ、体に入ってきたらそ

の菌を殺してしまう、捕獲するというのが対策として有効

です。環境改善ということなのですが、下の写真について

説明させてもらいたいのですが、左側の野菜のくずを沢山

捨ててある写真なのですが、とある商店さんが売れ残った

野菜を山に大量に放棄して不法投棄があり、イノシシが出

るということで見に行ったのですが、見に行くと昼間から

イノシシがその餌を食べている状況がありまして、非常に

危険な状況でした。人間が食べる物ではないにしろイノシ

シにとっては貴重なごちそうになるので、こういった物を

放棄しない。ちゃんと処分するということが一つ大事なこ

とですね。あと、右側の写真なのですが、水路の一部が割

れてしまって田んぼの中が水浸しになってしまっている状

態です。イノシシにとって食べるものがあるわけではない

のですが、イノシシは沼田打ち、泥パックをしますので、

こういった場所は人間でいうところのお風呂として認識さ

れており、毎日お風呂に入りにきているということで、水

路を直してイノシシの好適な環境をなくしていくとご指導

させていただいた場所になります。次に防護柵、侵入防止

のための柵をはる、正しく囲めば進入を完全に防ぐことが
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できます。写真を見ていただいたら、ワイヤーメッシュ柵

といって金属の柵をしているところの写真になるのです

が、外側は掘っているのですが内側は草が生えていてとに

かく中へは進入できない、進入できなければ被害に合うこ

ともありませんので非常に有効な対策となります。愛媛県

と農林水産研究所の資料なのですけど、今はちょっと鉄の

値段とかが上がって値段が変わっている部分があるかと思

いますが、大体メータ単価、ワイヤーメッシュ柵、電気柵、

トタン板とかの単価が書いてあります。鉄の値段が上がっ

ているので、ワイヤーメッシュでメートルあたりの単価が

５００円を超えてくるくらいかと思います。これについて

は、非常に有効な手段ということなので、農林水産課の方

で資材購入費の一部を補助する制度がございます。少し、

ワイヤーメッシュ柵の設置のポイントについて説明させて

いただきます。高さは１.２メートル、網目は１０センチメ

ートル以下、線の太さは５ミリメートル以上のものを推奨

します。高さは１メートルでも問題ないのですが、先ほど

イノシシの跳躍能力１メートルくらいと申し上げたと思う

のですが、例えば斜面に隣接した土地であると、飛び越え

る高さとか変わってくるので、それを考えると１.２メート

ルくらい高さがあった方がいいかと思います。あと、網目

は１０センチメートル以下のものを推奨します。ワイヤー

メッシュはいろんな種類が売られているのですけど、１５

センチメートルの網目だと大人のイノシシは入れないので

すが、ウリ坊は通過してしまいます。ウリ坊だけだと被害

事態はそんなに酷くならないのですけど、ウリ坊が居ると

いうことは、近くに大人のイノシシがいるので、大人のイ

ノシシ何とかウリ坊についていかなくてはいけないという

ことで、柵をかじったり、触ってくるので耐久性が変わっ

てきます。あとは線の太さで、耐久性を考えると５ミリメ

ートル以上のものを推奨しております。次に支柱の太さな

のですけど、１６ミリメートル以上の鉄筋で３０センチメ
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ートル地面に打ち込んでください。イノシシは、柵があっ

たらまず、どんなものかと触って確認しようとするのです

が、それが触った時にぐらぐらする物だと何とかなるので

はないかという気持ちになってしまって、どんどん触り続

けます。触ったけど全然動かないとなると無理だというこ

とであきらめて帰るようになるので、支柱を取り付ける際

は３０センチメートル地面に打ち込んでください。同じ理

由で頑丈にするために支柱へのメッシュの取り付けは番線

などで下から１０、４０、７０センチメートルの位置で取

り付けしていただければと思います。あと、せっかく柵で

囲ってもイノシシは頭のいい動物なので、外周で１ヶ所で

も入れるところがあったら、ぐるりと回り込んでそこから

入ろうとしますので、必ず隙間なく囲ってください。イノ

シシが侵入するときにどっちかというと飛び越えるよりも

地際を掘って入ろうとするので、地際に隙間があると無理

やり掘り進んで鼻先をねじ込んで農地に侵入しようとする

ことがあるので、地際と外周とにかく両方隙間を作らない

ということを意識していただければと思います。あと、設

置の向きを間違えない。ワイヤーメッシュ表面と裏面があ

りまして、横げたが農地側になるように、縦げたが外側、

横げたが内側になるように設置してください。次に、電気

柵なのですが、これも非常に有効な対策で、元々牛とかを

放牧されている方が牛が道とかに出ないようにしていた柵

を利用し、イノシシの進入を防ぐ柵として利用しているの

ですが、先程の映像にもあったようにイノシシは見慣れな

いものがあると取り合えず匂いを嗅ぎに来ます。その時に

鼻先に１万ボルトの電流を流しますので、かなりの痛みを

感じます。そうすると、逃げて行きます。イノシシは、警

戒心が強い生き物なので１回電気を浴びたらその記憶が残

っており、今度入るときも、大丈夫なのかな？大丈夫なの

かな？という感じでまた鼻で触ろうとします。するとまた、

電気を浴びてしまう。そうやって痛みを覚えていくことに
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よって農地に近づかなくなるという柵になります。電気柵

設置のポイントなのですけれども、設置の高さ、これは非

常に重要になりますが、電気柵の説明書に２０・４０セン

チメートルと書いてあるのですけど、これができていなく

て進入されるケースが多いです。２０・４０センチメート

ルというのは、イノシシが目の前にあって無視できない高

さになるので、絶対に鼻で触ると、そうすると電気が流れ

るという高さになりますので、この高さは守るようにお願

いします。あとは、設置する場合は２４時間通電させてく

ださい。最初に言ったように、イノシシって夜行性と思わ

れていますが、環境によっては昼も行動する生き物になり

ますので、夜出てくるから夜だけしておけばいいというよ

うにしてしまうと、昼に出てきた時に１回鼻先で触ってみ

て電気が流れないということを学習してしまうと、柵に触

らずに無視して入るようなります。鼻先で触れることで効

果が出るのですけど、体毛の深い部分に触れてしまうと電

気が全く流れないので、イノシシへの効果がなくなります。

通電するときには２４時間通電させてください。近隣に電

気柵があるけれども通電してないものがあるときは、通電

させていても、近くにある電気柵と同じだと一緒と認識さ

れると、無視して入ってしまうことがあります。通電させ

てない電気柵に慣れてしまうと無視して入ってしまうこと

があるので、そういう場合は電気柵よりもワイヤーメッシ

ュ柵の方がよろしいかと思います。あと、台風が来たとき、

風が吹いたあと、折れた枝が柵に触れてしまうと電圧が低

下して効果がなくなる場合があるので、電圧低下に注意し

ていただけたらと思います。また、ワイヤーメッシュと同

じように隙間なく囲む、こちらも設置の向きがあって、必

ず線が支柱の外側になるように設置してください。イノシ

シから見て手前にあるものから触れようとしますから、電

気柵の線が農地の内側にあると支柱を鼻で触れて大丈夫だ

ということで認識してしまうことがあるので必ず線が外側
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になるような向きで設置をお願いします。先程も申し上げ

たのですがワイヤーメッシュ柵、電気柵等を設置する場合、

資材購入費の税抜き価格の半額を、上限額はありますが、

補助する制度があります。事前に申請していただく必要が

あるのですけど、こういった制度をご利用していただけた

らと思います。あと、農業共済の方で収入保険や水稲共済

に入っている方も共済の方で柵を設置する場合の補助制度

ございますのでご加入の方は市役所と共済の方と両方に連

絡をいただけたらと思います。参考までに、新居浜市内の

イノシシ、サル、シカの捕獲頭数なのですが、平成２７年

度からだんだん毎年増えている状態なのですが、残念なが

ら被害は減っている状態ではございません。最後にイノシ

シ対策にお勧めの書籍ということでご紹介させていただき

ます。両方とも江口さんというイノシシの研究者が書かれ

た本になるのですが、対策の仕方とか細かく載っているの

でご興味がある方は読んでいただければと思います。左側

の本は別子図書館の方にありますので見ていただけたらと

思います。以上で説明の方を終わります。ご清聴ありがと

うございました。 

藤田会長      ありがとうございました。何かご質問等はございません

か。どうぞ、小野（春）委員。    

小野（春）委員   一つ質問させていただきます。最後のページに過去５年

間のイノシシ、サルなどの捕獲頭数が出ておりますけど、

これは個人の方の数も入っているかと思いますが、猟友会

の方のも入っていると思います。それで、捕獲後の処分は

新居浜市はどういう対応を取っているのですか。 

農林水産課 

 赤壁主任     捕獲された方の判断で処分していただくと、駆除、狩猟

で捕った肉というのですね、基本的に流通させるにはちゃ

んとしたしかるべき施設に持って行かないと流通させるこ

とができないので基本的には個人消費か焼却処分という形

になります。 
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小野（春）委員   はい、分かりました。今後、こういう捕獲が増えるかど

うかは分かりませんけど、せっかく私達も農業の意向調査

等で質問されるんですよね、特に山際の地区の集落なんか

いうのは、みかんから始まり色々な物が被害にあっており

ます。自分で狩猟免許等のあれを受けていると思うのです

が、踏み込んだらワイヤー絞まる罠とか、そういうのをや

ったりしてご苦労をされているので、せっかく捕ったら少

量のお金になるような仕組みを考えてあげてください。 

農林水産課 

赤壁主任     はい、分かりました。ありがとうございます。 

藤田会長      他にございませんか。せっかくの機会ですので、有害鳥

獣の被害などに関して何でも結構ですから。いずれにせよ

イノシシの行動とか生態とかを学んでいただいて、また、

被害にあわれた方に教えてあげることなどがあったら活か

していただけたらと思います。今日、学ばしていただいた

のですけど、新居浜市民の中でいろいろ言われるのは捕獲

とかだけで何とかならないのかと、こういった習性、生態

を学ぶというのも一つですので、担当課とか出前講座とか

いろいろありますので、地域でもいろんなお話が聞きたか

ったら担当課、農業委員会の方へ言っていただいたらこう

いう機会も紹介させていただきます。今、小野（春）委員

も言われた捕獲した肉をといいますけど、血抜きの時間と

血抜きが出来ないといけないと、銃でも弾が当たった位置

によっても肉が違うのでということで、いずれにしても担

当者からお話がありましたように一匹イノシシを捕獲する

ことによって１万７千円のお金が頂けるのですけど、これ

は処理を含めてのお金ですから、捕まえるだけ捕まえて、

後はというようなことではございませんので、なかなか捕

獲される方も厳しいのではないかと思います。今、小野（春）

委員がおっしゃったようにジビエとか何かでも使えるよう

になれば更にいいようになるのですが、これも時間の問題

とか数とかもあって東予東ブロックの方でもなかなか難し
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いことは言われております。他にございませんか。            

（「なし」の声あり） 

藤田会長      ありがとうございました。 

          本日は、お忙しい中、農林水産課 赤壁主任さんには新居

浜市農業委員会総会にご出席いただきましてありがとうご

ざいました。 

以上をもちまして、第３回新居浜市農業委員会総会を閉

会いたします。御協力ありがとうございました。 

藤田事務局長     御起立ください。礼。ありがとうございました。 
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  ◇ 
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